
１１　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの基基本本事事項項
（（１１））名名称称

（（２２））ホホーームムペペーージジＵＵＲＲＬＬ

（（３３））組組織織図図

２２　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの委委員員

（（１１））委委員員名名簿簿

№ 役職 氏　名 備考

1 会長 本村　雄一

2 副会長 浅野　大輔

3 新家　美和

4 小林　昌子

5 松田　真実

6 伊藤　勲

7 秋山　浩子

8 阿蘇　由比

9 高原　洋平

10 粕谷　裕之

11 小野　司

12 有山　一博

13 村木　國雄

14 野村　泰洋

15 浜野　智之 社会福祉法人　日野市社会福祉協議会 社会福祉協議会 5

日野市精神障害者家族会　日野いずみ会 家族・関係団体 長期

東京都社会福祉事業団　東京都七生福祉園 その他 1

東京都立八王子東特別支援学校 教育関係機関 3

日野市障害者関係団体連絡協議会 家族・関係団体 長期

日野市発達・教育支援センター 行政職員(区市町村) 2

東京都立七生特別支援学校 教育関係機関 3

特定非営利活動法人　自立生活センター日野 障害福祉サービス等事業者 長期

東京都南多摩保健所 保健所 3

社会福祉法人　東京緑新会　多摩療護園 相談支援事業者 1

認定特定非営利活動法人　やまぼうし 障害福祉サービス等事業者 1

社会福祉法人　おおぞら 相談支援事業者 6

社会福祉法人　創隣会 障害福祉サービス等事業者 長期

社会福祉法人　夢ふうせん 障害福祉サービス等事業者 長期

日日野野市市

日日野野市市地地域域自自立立支支援援協協議議会会

https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/nanbyo/1024275/index.html

所属 種　別
経験
年数

社会福祉法人　日野市民たんぽぽの会 相談支援事業者 長期

日野市地域自立支援協議会運営要綱

（組織）

第3条 協議会の委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱したもの

（以下「委員」という。）をもって組織する。

(1) 法に基づく指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者

(2) 法に基づく障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療の関係者

(4) 教育・雇用の関係者

(5) 企業

(6) 障害者関係団体

(7) 障害者等及びその家族

(8) その他、学識経験者 相談支援部会

就労支援部会
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（（２２））委委員員構構成成

３３　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活動動状状況況

　　（（１１））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ででのの協協議議事事項項（（複複数数回回答答））

⑤ 医療と福祉の連携に関すること。

医療的ケア児等支援事業について医療的ケア児等支援協議会からの報告

⑨ 障害者差別解消法や条例、権利擁護に関すること。

差別解消に向けた取組等について障害者差別解消支援地域協議会からの報告

⑩ 地域生活支援拠点等の整備に関すること。

地域生活支援拠点等の整備に関する検討の報告

① 相談支援事業の運営体制に関すること。

部会検討事項の報告

② 就労支援に関すること。

部会検討事項の報告

③ 地域移行・地域定着支援に関すること。

精神障害者にも対応した地域包括支援システムについて精神障害者等支援協議会からの報告

その他 1 1

計 15 18 10

行政職員(区市町村) 1 1

行政職員(都） 0

民生委員・児童委員 0

地域住民 0

社会福祉協議会 1

法曹関係者 0

相談支援事業者 3 14

障害福祉サービス等事業者 4 6

家族・関係団体 2

身体・知的障害者相談員 0

障害当事者 0

ピアサポーター 0

雇用関係機関 0 1 3

企業 0

保健所 1 1

教育関係機関 2 1

学識経験者 0

医療関係者 0

　　　　　全体会・
　　　　　　　　部会名

全体会
相談支援
部会

就労支援
部会

　　種　別
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地域生活支援拠点等の整備に関する検討を行った

医療的ケア児への支援充実に向け医療的ケア児等コーディネーターの配置や保育園や小学校における医療的ケア
児等の受け入れ体制について検討を進めた

⑩ 就労支援

構成委員の所属団体の現状や課題の共有、意見交換を行った
新設されたサービス「就労選択支援」について実施状況の確認を行った

⑪ 地域移行・地域定着支援

精神障害者等支援協議会において、新たに2つの作業部会を立ち上げを行った

⑤ 緊急時に備えた体制づくり

　　ア　地域課題に対して取り組んだ（取り組んでいる）内容又は取り組めなかった理由等
　　　　（複数回答）

① 相談支援の質及び量

基幹相談支援センターに求める役割や相談支援に求められる役割について整理を行った

⑬ 災害等対応

個別避難計画の作成や福祉避難所訓練等の取組を実施した

⑦ 医療的ケア

①医療的ケア児及び家族への支援の充実が必要
②精神障害者の増加にともなう地域移行、地域生活支援のためのシステム構築
③基幹相談支援センターの設置も含めた相談支援の充実

⑥ 課題解決に向けての検討

①医療的ケア児及び家族への支援の充実のため、現状把握及び課題や方策等について検討
②精神障害者の増加に伴う地域移行、地域生活支援に向けた課題や方策等についての検討
③相談支援の充実のための相談支援事業所の現状や困難事例の検討、あわせて基幹相談支援センターの設置に向けた
検討等

⑦ 障害福祉計画等の進捗管理や調整

障害者保健福祉ひの6カ年プラン（障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画）等に関する進捗状況報告、評価、
承認

（（３３））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししてて把把握握ししてていいるる地地域域課課題題

⑪ 障害福祉計画等に関すること。

障害者計画及び障害福祉計画、障害児福祉計画の進行管理等に関する報告

（（２２））地地域域自自立立支支援援協協議議会会ととししててのの役役割割（（複複数数回回答答））

② 情報共有・情報発信

協議会各委員それぞれが持つ情報の共有、発信

⑤ 地域課題の整理
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４４　　地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの活活性性化化

　　（（１１））法法改改正正にに伴伴うう地地域域自自立立支支援援協協議議会会のの見見直直しし等等（（複複数数回回答答））

　　（（２２））地地域域でで生生活活すするる当当事事者者のの声声のの反反映映（（複複数数回回答答））

　　（（３３））ＩＩＣＣＴＴのの活活用用（（複複数数回回答答））

５５　　相相談談支支援援体体制制のの拡拡充充【【新新規規】】
（（１１））相相談談支支援援体体制制をを推推進進すするるたためめのの取取組組（（複複数数回回答答））

　　（（２２））地地域域移移行行にに向向けけたた相相談談体体制制（（複複数数回回答答））

④　ピアサポーターによる相談を受けられる体制を整えている。

市内の1事業所がピア体制加算を取得しており、障害当事者が相談支援を行っている。

⑤　地域の相談支援従事者に対し、助言や指導、検討の場の確保等、支援者支援を行っている。

相談支援事業所連絡会を年4回実施し、相談支援のスキルアップを図っている。

⑦　特に実施していない。

地域生活支援拠点等の整備について、地域自立支援協議会の中でも関わりが深くなる特定相談支援事業所や短期入所
事業所のメンバーを選抜して会議を実施し、より深い検討をおこなった。

⑤　地域で生活する当事者に対してアンケート調査等を実施している。

地域自立支援協議会の議題としている障害者計画等の策定にあたり、様々な障害分野の方を対象にアンケート調査を
実施している

⑩　特に活用していない。

③　計画作成だけでなく、サービスにつながっていない人への相談や、障害当事者の悩みや困りごとに寄り添う対応
を行える窓口等がある。

市内3事業所に相談支援事業（2層）を委託し、サービス利用以外の相談支援を行っている。

　　イ　地域課題の中で、広域又は東京都全域で対応するほうが良いと考える課題

④ 福祉人材(マンパワー)の確保

福祉人材育成研修の実施及び相談支援を充実するための、国への報酬改善の働きかけ

⑥　地域生活支援拠点等の整備、コーディネーターの配置等、地域生活支援拠点等の整備や機能の充実について検
討・検証を行った。
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